
再生可能エネルギー導入促進補助金（富山県）

太陽光発電設備、蓄電池、
太陽熱利用設備等
に対する補助を行います (※)

※ 蓄電池は、太陽光発電設備を同時に設置した場合に補助

詳細は裏面をご覧ください
公益財団法人とやま環境財団

申請受付期間：令和５年７月３日 ～ 11月30日 （予定）
（予算がなくなり次第終了）

● 原則、補助金の交付申請を提出したのち、交付決定を受けてからに事業に着手してください※。
※ やむを得ない理由があり、交付決定を受ける前に事業に着手する必要がある場合には、着手前に、交付申請と合わせて「事前着手届」を提出してください。

● 本補助事業は国の財源を活用しています。国の財源以外で実施される補助については併用可能です。  
詳細は、各補助金の担当窓口にご確認ください。

太陽光発電設備

蓄電池（※）

太陽熱利用設備

地中熱利用設備

富山県生活環境文化部環境政策課
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補助項目概要
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【本補助金に関する情報】
次のサイトから、詳細情報の確認や申請を行うことができます。
（公財）とやま環境財団ホームページ

http://www.tkz.or.jp/saiene_hojokin/r5/index.html

【お問い合わせ先】
再エネ導入促進補助金（富山県）事務局
電話：076-431-1107 E-mail：toyama-saiene@bsec.jp
受付時間：平日９時から17時まで
※ 本事業は、（株）JTB富山支店に委託して実施しています。

※１ ①太陽光発電設備は、固定価格買取制度（FIT）やFIP制度での売電はできません。

※２ ②蓄電池は、①太陽光発電設備を同時に設置した場合に補助対象となります。

項目 補助率・補助額・補助上限額

① 太陽光発電設備の設置（※1） ５万円/kW 上限額：35万円

② 蓄電池の設置（※2） １/３ 上限額：25万円

③ 太陽熱利用設備の設置 ２/３ 上限額：20万円

④ 地中熱利用設備の設置
（ヒートポンプ）（※3）

２/３ 上限額：150万円

項目 補助率・補助額・補助上限額

① 太陽光発電設備の設置（※1） ７万円/kW 上限額：35万円

② 蓄電池の設置（※2） １/３ 上限額：25万円

③ 太陽熱利用設備の設置 ２/３ 上限額：20万円

中小企業等向け（事業用として事業所等に設置されるもの）

※１ ①太陽光発電設備は、固定価格買取制度（FIT）やFIP制度での売電はできません。

※２ ②蓄電池は、①太陽光発電設備を同時に設置した場合に補助対象となります。

※３ ④地中熱利用設備には、ヒートポンプの設置が必須です。

個人向け（家庭用として住宅等に設置されるもの）

http://www.tkz.or.jp/saiene_hojokin/r5/index.html
mailto:toyama-saiene@bsec.jp
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